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令和８年(２０２６年)１月２８日 

厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 保 健 企 画 課 

 

 

(仮称)中野区受動喫煙防止対策条例案に盛り込むべき事項に係る 

パブリック・コメント手続の実施結果について 

 

 

 （仮称）中野区受動喫煙防止対策条例案に盛り込むべき事項に係るパブリッ

ク・コメント手続の実施結果について、以下のとおり報告する。 

 

 

１ パブリック・コメント手続の実施結果 

（１）意見募集期間 

   令和７年１２月８日（月）から令和８年１月７日（水）まで 

（２）意見提出者数 

   １６人（内訳：電子メール１４人、郵送２人） 

   １団体（内訳：電子メール１団体） 

（３）提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

別添のとおり 

 

２ 条例案に盛り込むべき事項からの変更点 

  なし 

 

３ 今後の予定 

  令和８年３月 第１回定例会に条例（案）提案 
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提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

 

番号 意見の概要 区の考え方 

① 目的 

１ 原案では、規制（禁煙）のみの記載であ

り、喫煙者にも配慮するとの区の考えが

反映されていないため、「（仮称）中野区

受動喫煙防止対策条例の考え方に対す

る主な意見の概要及びそれに対する区

の考え方」を踏まえ、「喫煙者と非喫煙者

が快適に暮らせる環境の整備を行って

いくこと」を条例案に盛り込むべき。 

本条例は、受動喫煙を防止するための

措置について定め、区民の健康の増進

等を図ることを目的としているため、

条例の目的として、喫煙環境の整備は

記載しない。 

② 定義 

２ 電子たばこについても、紙巻きたばこと

同様に規制の対象にしてほしい。 

電子たばこは、紙巻きたばこや加熱式

たばこと異なり、たばこ葉を使用せず、

たばこ類似品として扱われるため、改

正健康増進法による規制の対象外とな

っており、本条例においても規制の対

象外とする。 

③ 区の責務 

３ 受動喫煙防止対策には分煙が効果的だ

が、中野区には区管理の喫煙場所が中野

駅にしかない。区の責務として、中野駅

周辺に喫煙場所を増やすとともに、他の

区内の駅等の人が集まる場所には喫煙

場所を整備することを条例に盛り込む

べき。 

区では中野駅周辺のほか、分煙化を実

施している公園内に公衆喫煙所を設置

している。今後、区が新たに公衆喫煙

所を設置する場所は、中野駅周辺のみ

とするが、当分の間、公園内に設置し

ている公衆喫煙所を維持するととも

に、公衆喫煙所設置費等助成制度を創

設することで、駅を中心として民間事

業者等による公衆喫煙所整備を推進し

ていく。 

４ 「総合的に推進する」とあるが、義務教

育課程での予防教育が重要であるため、

区内の小中学校における「受動喫煙の防

止」に関わる健康教育に資する活動等に

ついて、優れたものを区長名で顕彰する

受動喫煙防止を推進するうえで、効果

的な取組について検討していく。 

別添 
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等、区独自の事業を検討する必要があ

る。 

⑥ 公共の場所における喫煙の禁止等 

５ 公衆喫煙所が少ないなかで、屋外の公共

の場所における喫煙を禁止にするべき

ではない。区が喫煙所を設置し、喫煙場

所を確保した上で規制をかけるべきで

はないか。 

公共の場所における喫煙の制限は、区

民の健康を守るための喫緊の課題であ

り、特に子どもや妊婦をはじめとする

受動喫煙の影響を受けやすい方々への

配慮が求められる。ただし、喫煙者の

方々の行動を一方的に制限するのでは

なく、区としても中野駅周辺等に公衆

喫煙所を整備するとともに、民間が設

置する公衆喫煙所の設置費等助成制度

により、適切な喫煙場所の整備を並行

して進めることが重要であると認識し

ている。 

６ 土日に少年野球やサッカークラブなど

が学校施設の校庭を使用しているが、保

護者や監督、コーチと思われる人が校門

付近で集まってタバコを吸っている所

を見たことがある。校庭を使用する団体

等にも禁煙であることを周知し、罰則強

化及び対策強化をしてほしい。 

小、中学校の敷地内においては、屋内・

屋外を問わず禁煙としている。また、

敷地外の公道においても、本条例の施

行により禁煙となる。今後、関連部署

と連携しながら、周知を徹底する。 

 

７ 受動喫煙とは屋外でも発生するのか。 厚生労働省では、「健康増進法は屋外に

ついて、禁煙等の措置は講じていない

が、分煙施設を設置するなど受動喫煙

対策を講じる必要がある」との見解を

示している。 

また、WHOが示しているガイドラインに

おいても、必要に応じて屋外の公共の

場所においても効果的な対策を講じる

ことを義務付けている。 

受動喫煙は、他人のたばこの煙を吸い

込むことで生じることから、屋外にお

いてもその対策は必要であると考えて

いる。 

⑦ 喫煙場所に講ずべき措置等 

８ 「閉鎖型（コンテナ等）」「開放型（パー 区が指定する公衆喫煙所は、受動喫煙
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テーション）」双方を必要な措置が講じ

られた喫煙場所と認めるべきと考える。

安価に整備できる「開放型」の喫煙場所

を整備することにより、「閉鎖型」だけよ

りも数多くの箇所の整備ができるはず

である。 

防止に効果が高い閉鎖型が望ましいと

考えるが、公衆喫煙所の立地等に応じ

て対応する。 

９ 店頭への灰皿設置により街の環境美化

に貢献している。受動喫煙防止を目的に

撤去要請することはやめてほしい。 

公共の場所にいる区民に受動喫煙を生

じさせることがないよう必要な措置を

講じたうえで設置していただきたいと

考えている。 

１０ 区が数多くの喫煙所を作ることには限

界があるので、飲食店やたばこ屋、コン

ビニエンスストアの店先に既にある灰

皿を指定喫煙場所として指定し、安心し

てたばこが吸える場所としてほしい。 

区が指定する公衆喫煙所は、区設置・

民間設置のいずれも屋内、屋外を問わ

ず、受動喫煙防止に必要な措置が講じ

られていると認める場所に限る。 

⑧ 指導 

１１ 学校の近くにある店舗が、敷地内にたば

こ自販機と灰皿を設置している。喫煙や

たばこの販売をやめさせてほしい。 

事業者が管理する屋外の喫煙場所につ

いて、受動喫煙防止に必要な措置が講

じられていない場合で、当該喫煙場所

の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさ

せないために必要があると認めるとき

は、区は当該事業者に対し必要な指導

を行う。 

１２ 学校施設や公園では、引き続き禁煙に

し、喫煙者がいない空間にしてほしい。

公園では、夜間に喫煙者がおり、吸い殻

やタバコの箱が滑り台やブランコ周辺、

ベンチ付近に落ちていることがあるた

め、取り締まりを強化してほしい。 

条例の実効性を担保する取組の一環と

して巡回指導を実施する。区が指定す

る公衆喫煙所を除いた公共の場所で喫

煙をした者に対しては、必要な指導を

行う。 

その他 

１３ 区内飲食店、特に居酒屋や喫茶店で喫煙

可のステッカーを貼り、店内で喫煙させ

ている店が増えている。都条例では 1人

でも従業員が居る店では喫煙室を設け

ない限り屋内での喫煙は禁止されてい

るはずだが、違反している店へは厳格な

罰則を条例案に入れる必要があるので

飲食店等の屋内における喫煙に関して

は、健康増進法及び東京都受動喫煙防

止条例において制限があり、罰則規定

が設けられている。法令に違反してい

る飲食店等に対しては、引き続き区が

指導、啓発等を行う。 
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はないか。 

１４ 中野区では、「中野区吸い殻、空き缶等の

散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条

例」によって「路上喫煙禁止地区」の指

定ができる。喫煙場所整備ができた区内

の各駅周辺等を、順次「路上喫煙禁止地

区」に指定することにより受動喫煙防止

対策も可能なことから、新たな条例の制

定は不要と考える。 

屋外での分煙を徹底するためには区内

全域で公共の場所における喫煙を禁止

し、喫煙可能な場所での喫煙を誘導す

ることが受動喫煙防止の有効な対策で

あると考えており、新たに受動喫煙防

止に向けた条例を制定し、受動喫煙の

防止に向けた取組を総合的かつ効果的

に推進していく。 

１５ 受動喫煙防止対策には分煙が効果的で

あることから、他区同様、喫煙場所整備

に関する助成制度を作るべきと考える。

その際、設置費用はもとより、賃料、清

掃・ごみ処理経費など維持管理費用を助

成対象とし、また、厚生労働省や総務省

から発出されているように、「閉鎖型」

「開放型」双方を設置可能とすることに

より、民間事業者等の協力を得やすい制

度設計をお願いする。 

公衆喫煙所設置に係る経費に対する助

成だけでなく、維持管理に係る経費に

ついても助成の対象とすることを検討

している。公衆喫煙所は、受動喫煙防

止に効果が高い閉鎖型が望ましいと考

えるが、公共の場所から一定の距離が

取れる場合には開放型も可とすること

を考えている。 

※区分整理の関係から、一部意見について、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統

合を行っている。 
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（仮称）中野区受動喫煙防止対策条例案に盛り込むべき事項 

 

 

１ 目的 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

〇 区、区民、事業者がそれぞれの責務を果たすことにより、受動喫煙防止措置

がより効果的なものとなり、区民の健康増進につながっていくものと考えま

す。 

 

２ 定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

〇「「喫煙」「受動喫煙」は健康増進法「（成成 14 年法律第 103 号）と同様の定義で

す。 

  

参考 

 この条例は、健康増進法の規定に基づき、受動喫煙による区民の健康への

影響を未然に防止するための区、区民及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、公共の場所における喫煙の禁止等その他受動喫煙を防止するための措

置について定めることにより、区民の健康の増進等を図ることを目的とす

る。 

この条例における用語の意義は以下のとおりとする。 

① 喫煙とは、健康増進法に規定する喫煙をいう。 

② 受動喫煙とは、健康増進法に規定する受動喫煙をいう。 

③ 区民とは、区内に居住し、在勤し、又は在学する者その他区内に滞在し、

又は区内を通過している者をいう。 

④ 事業者とは、区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人を

いう。 

⑤ 公共の場所とは、道路、公園その他区が設置し、又は管理する施設の敷

地（区が指定した喫煙場所を除く。）をいう。 

⑥ 喫煙場所とは、区内において区民が喫煙をすることができ、又はたばこ

の吸い殻を捨てることができる場所として区長又は事業者が管理する場

所（特定屋外喫煙場所を除く。）をいう。 
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３ 区の責務 

（説明） 

 

 

 

（説明） 

〇 区は受動喫煙防止に向けた必要な措置を総合的に推進することが求められ

ます。 

〇 また、区は、この条例内容の理解促進のため、率先して情報提供を行うとと

もに、区民や事業者の取り組みへの支援や、関係機関を含め、連携のための調

整を行います。 

 

４ 区民の責務 

 

 

 

 

（説明） 

〇 区民は、受動喫煙を防止していくために、受動喫煙が人の健康に及ぼす影響

等について理解を深め、受動喫煙を生じさせないことが求められます。 

〇 また、区が推進する受動喫煙防止措置に協力いただくことが重要だと考え

ます。 

 

５ 事業者の責務 

 

 

 

 

 

（説明） 

〇 事業者は、受動喫煙を防止していくために、受動喫煙が人の健康に及ぼす影

響等について理解を深め、事業活動を行うに当たって、受動喫煙防止に必要な

環境の整備に取り組むことが求められます。 

〇 また、区が推進する受動喫煙防止措置に協力いただくことが重要だと考え

ます。 

 

 

 区は、受動喫煙が生じないよう、受動喫煙防止措置を総合的に推進すると

ともに、受動喫煙防止措置の効果的な推進のため、区民、事業者及び関係機

関等と連携を図るものとする。 

① 区民は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるととも

に、受動喫煙を生じさせることがないよう努める。 

② 区民は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努める。 

① 事業者は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるととも

に、事業活動を行うに当たって受動喫煙を生じさせることがないよう、受

動喫煙の防止に必要な環境の整備に取り組むよう努める。 

② 事業者は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努める。 
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６ 公共の場所における喫煙の禁止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

〇 受動喫煙を防止していくために、公共の場所における喫煙を制限していく

ことが必要だと考えます。公共の場所は、道路、公園その他区が設置し、又は

管理する施設の敷地（区が指定した喫煙場所を除く。）をいいます。 

〇 喫煙禁止場所以外の場所においても喫煙する際は、周囲の状況に配慮する

ことが必要だと考えます。公共の場所にいる区民に受動喫煙を生じさせない

ことへの配慮、要配慮者（２０歳未満の者、妊婦等の受動喫煙による特に配慮

が必要な区民）へは公共の場所以外の場所にいる場合であっても受動喫煙を

生じさせないことへの配慮、点火されたたばこによる子ども等への危害を生

じさないことへの配慮をそれぞれ規定しています。 

 

７ 喫煙場所に講ずべき措置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 区民は、公共の場所において喫煙をしてはならない。 

② 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、公共の場所にいる

区民に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する。 

③ 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、居室内で喫煙をす

ることにより当該居室内にいる２０歳未満の者、妊婦その他の受動喫煙に

よる健康への影響について特に配慮が必要な区民（以下「要配慮者」とい

う。）に受動喫煙を生じさせるおそれがあるときその他公共の場所以外の

場所にいる要配慮者に受動喫煙を生じさせるおそれがあるときは、当該要

配慮者に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する。 

④ 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、点火されたたばこ

により子どもの身体等に危害を生じさせることがないよう周囲の状況に

配慮する。 

① 区長及び事業者は、その管理する屋外の喫煙場所について、当該喫煙場

所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置

を講じるものとする。 

② 区長は、喫煙場所のうち当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生

じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認めるものを指

定喫煙場所として指定するものとする。 

③ 区長は、指定喫煙場所の指定をしたときは、その旨を告示するものとす

る。当該指定を取り消し、又は変更したときも、同様とする。 
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（説明） 

〇 区、事業者が設置する屋外の喫煙場所については、周囲の区民に受動喫煙を

生じさせることがないよう必要な措置を講じるものとします。 

〇 受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると区長

が認めるものは指定喫煙所として指定し、指定・取り消し・変更の際には告示

します。 

 

８ 指導 

 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

〇 公共の場所で喫煙をした者及び事業者が管理する屋外の喫煙場所に受動喫

煙防止に必要な措置が講じられていない場合で、周囲の区民に受動喫煙を生

じさせないために必要があるときは、当該喫煙所を管理する事業者に対して

指導をすることができるものとします。 

 

９ 委任 

 

 

（説明） 

〇 この条例の定め以外で条例の施行について必要な事項は、区長が規則等で 

定めるものとします。 

① 区長は、公共の場所で喫煙をした者に対し、必要な指導をすることがで

きるものとする。 

② 区長は、事業者が管理する屋外の喫煙場所について、受動喫煙防止に必

要な措置が講じられていない場合で、当該喫煙場所の周囲にいる区民に受

動喫煙を生じさせないために必要があると認めるときは、当該事業者に対

し必要な指導をすることができるものとする。 

 

この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 


